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1 （はじめに）

このテーマは当然のこと、 日蓮聖人の御著作『如来滅後後五百歳始観心本尊

抄』の、如来滅後後五百歳に関わるものである。しかし、その内容について御

著述の中から探ろうというものではなく、法華経の中ではこの言葉がどのよう

に展開されているのか、 ということに関しての論究であることをお断りしてお

く。

妙法華経の中において「如来滅後」という一句の使用例は、およそ十八所に

おいて見出すことができる。そしてこの言葉は、如来が滅度をした後のことに

ついての言及であるが、それがどのような意味を持っているのか、 日蓮聖人の

｢如来滅後後五百歳」を的確に理解する上において、 もう一度検討を加えてみ

ようとするものである。尚、 ここでの説示は煩雑になることを避けるため、語

句だけの紹介にとどめておこうとするのであるが、その語句の順序は妙法華経・

梵文法華経という順序であり、その頁数は特別な場合を除いて括弧の中で示す

こととする。

2 （如来滅後． l）

「如来滅後」という一句が妙法華経の中において登場するのは、法師品が初

めてである。すなわちそれは、如来の滅後におけるあり方について釈尊が、法

華経は諸佛の秘要の蔵であるから妄りに人に授与すべきではなく、昔よりこの

かた未だ曽って顕に説かなかったもので、如来の現在でさえ怨嫉多かつたもの
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だといい、

如来滅後。其能書持読調供養為二他人一説者。如来則為二以ﾚ衣覆p之(31-b)

yaimamdharma-paryayamtathagatasyaparinirvrtasya

graddadhiSyantivacayiSyanti likhiSyantisat-kariSyanti

guru-kariSyantipareSamcasamSravayiSyanti (201)(この法門を如来
（1）

の滅後において、信じ、読み、書写し、敬い、供養し、学ぶであろう人は…）

と示されている。ここで如来滅後と妙法華経によって訳されたものは、 tathg

gatasyaparinirvItasyaという一句であることがわかる。

ところが同じ法師品の冒頭のところでは、如来滅度之後とあり、妙法華経の

一句一偶を聞いて一念随喜するものには、無上等正覚の記を授けると示されて

いる。 この時の場面もtathagatasyaparinirvrtasyaと梵文法華経には示さ

れていて、先の言葉と全く同じである。如来滅後というのは本来、如来滅度之

後のことであるから、同一であるということは当然のことと見るべきであろう。

尚、如来滅度之後という訳語は、外には見あたらない。

それにしても、法師品において如来滅後という言葉が出てくるのには、法師
（2）

品が第二期成立の法華経といい、後文法華経だといわれるように、 この品にお

いては、それ以前のものとは異なって内容上に変化が見られ、明白に佛の滅後

の時代を想定した説示が展開されているという事実によるからであろうと思わ

れる。

それを示すかのように、それ以降の各品においては如来滅後という成句を数

多く見ることができる。すなわち、勧持品では佛の意をうけて菩薩たちが述べ

る言葉で、我等於如来滅後(tathagateparinirvrte) (36-b,232)において、

十方世界に周旋性返し衆生にこの経を受持読論させましょうというところ、安

楽行品での口安楽行の冒頭、誓願安楽行の中において如来滅後(tatha

gatasyaparinirvrtasya) (37-c・38-c,241．246)と示されて、分別功徳品

では滅後の五品の冒頭の初随喜品、第三の説法品において、如来滅後(tatha

(47）



如来滅後後五百歳始考(望月）

gatasya parinirvrtasya) (45-b・c, 286．287)と示され、随喜功徳品では

冒頭の聞法し随喜する人の功徳を語るところで、如来滅後(tathagatasya

parinirvrtasya)(46-b,292)と示され、法師功徳品では最後の意根を語る段に

おいて、如来滅後(tathagateparinirvrta) (50-a,315)と示され、不軽菩薩

品では長行末の法華経は諸の菩薩たちを覚りに導くものだというところにおい

て、如来滅後(tathagateparmirvrte)(51-b,323)と示され、如来神力品にお

いては別付属を語る段と続く偶の中において、如来滅後(tathagatasya

parmirvrtasya) (52-a。b,330.333)と示されている。

すなわち、 ここに摘出したものは妙・梵法華経ともに、すべて同じ表現であ

るということができる。

3 （如来滅後・2）

ところが薬王菩薩本事品とそれ以降の普賢菩薩勧発品となると、同じ如来滅

後という訳語にたいしての梵文の表現がまったく違っている。すなわち薬王菩

薩本事品では女人あってこの品を聞いて受持するならば、 この女身を尽くして

復受けずという言葉に続いて、

如来滅後後五百歳中(54-b)

と示すのにたいして梵文法華経は、

imamBhaigajyaraja-pUrva-yoga-parivartampaScimayam

paiicaSatyamSmtvamatrgramah(349)

と示して、薬王の前世の因縁（薬王菩薩本事）という品を後の五百年に聞いて、

となしている。すなわち妙法華経が如来滅後と訳出した語に該当するものはな

くて、ただ後の五百年とだけ示していることになる。これが後の五百年という

訳語になったのは、後の五百歳とは当然のこと佛滅後の五百年ということであ

るという意味合いからなのだろうか。尚、正法華経にも如来滅後という語はな

くて、最後末俗(126-c)と示されるだけである。
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これと似たような表現は普賢菩薩勧発品の、四法を成就すれば如来滅後にお

いてこの経を得ん、という佛の言葉とそれを受けた普賢菩薩の言葉の中で、如

来滅後…於二後五百歳濁悪世中-(61-a)paScimekalepaScimesamayepaS

cimayampaiicaSatyamvartamanayamevam-rnpanamsUtra(385)(最後

の時、最後の時期に、後の五百年にこのような最高の経典を)と示されている

が、そこでの梵文法華経では如来滅後という言葉に該当するものを見ることが
（3）

できない。

そして更にこの品においては、普賢菩薩が語る言葉の中の呪の後において、

神通力によって「於二如来滅後-．閻浮提内広令二流布-｣ (61-c)せしめ断絶せざ

らしめん、 と示されている。ここの箇所について、 梵文法華経は

「mamaadhiSthanenaayamdharma-paryayo 'sminJambudvlIpe

pracariSyati iti(388)」として、 この法門は如来の神力によって広まるであろ

うと示されるのみで、如来滅後という言葉は示されていない。これは正法華経

の場合も同様で、如来滅後の語は見あたらない(133-c)。また、普賢の言葉

を受けて、 これを誉めた佛の言葉の中には、法華経を授持・読調等をする人は

釈迦牟尼佛によって頭を摩でられるであろう等とした上で、 「若如来滅後後五

百歳｡」 (62-a)に覚りをえ、法輪を転じ、獅子の座に坐すであろうと示して

いる。梵文法華経には「paScimekalepaScimesamayepaScimayam

paiicaSatyamvartamanayam｣ (389) (最後の時、最後の五百歳の時期が続

いている間にと示して）として、先の場合と同じく如来滅後という表現を示し

てはいない。正法華経の場合も「最後末俗世余五十歳五濁之俗」 (133-c)と

あるだけで、如来滅後の後は示されていない。

4 （佛滅度後）

如来というのは佛のことであり、それは第一義的には釈尊のことを意味する

ということであるが、法華経では過去の諸佛のことにも触れた説示の展開を見
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ることもできるので、 これを第二義的と考え仮に第一義的にはという表現をし

ておいたものである。

言い換えると、法華経の中においては如来滅後・如来滅度之後に関わらず、

佛滅度後、佛滅後、我滅度後、我滅後等の言葉を数多く見ることができる。そ

れらの一々について検証すべきであろうが今は紙数も能力もないので、 ここで

は概要だけを調べてみることにする。

すなわち佛滅度後について、序品では此土の六瑞・他土の六瑞の説示に関し、

弥勒菩薩が文殊支利菩薩に質問するという形の中では、菩薩あり 「佛滅度後」

｢parinirvrtanamsugatana」 「3-b, 12」に舎利を供養するものありという一

句があり、更に日月燈明如来の滅度の後に妙光菩薩が法華経を説いたというと

ころでの「佛滅度後」nirvana､ihatauparinirvrtah」 「4-b, 19｣、そしてそ

の偶の中での、弥勒の前生のことに触れた場面での 「彼佛滅度後」

｢parinirvrtasyosugatasya」僻怠者は汝であるという場面「5-b, 26」にお

いても使用されている。ここでの佛は、 日月燈明如来の時の故事に関わるもの

を示すものであるから、その佛は釈尊の滅度のことではありえないから、いわ

ば第二義的なものであろう。

方便品においては、今こそ一佛乗を説くのだと示す文中の最後の部分で、但

教化菩薩であることを知らないものは佛弟子ではない、それが分からないもの

は増上慢の人だとし、その理由は如来の面前で法華経を聞いて信じないという

ことは、ありえないことだとしているが、それに続いて「佛滅度後現前無佛」

｢parinirvrtasyatathagatasya｣、 「佛滅度後」 「parinirvrtetathagata｣ (7-c,

40)と示されているが、 ここでの佛というのは特定の佛を示すものではなくて、

佛一般ということだと思われる。

授記品においては、 目連への授記に関わる説示の中で、 目連は沢山な佛を供

養し佛法を奉持し、諸佛の滅後に七宝塔を建て、菩薩道を具足し佛となると授

記した上で、 この「佛滅度後」 「parinirvrtasyaapi jinasyatasya｣ (22-a,
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140)に正法は四十小劫住するであろうとしているが、 ここでの佛は釈尊では

ない。

化城喰品においては、佛は大通智勝如来の故事を語っているが、その中で

｢彼佛滅度後」 「tasyajinasyoparinirvrtasya｣ (26-c, 171)と示しているが、

ここでの佛は大通智勝如来のことである。

五百弟子授記品では、富楼那への授記を語る段で、その法名如来たる「佛滅

度後」 「pariirvrtasya ca tasya bhagavatoDharmaprabhasasya

tathagatasya｣ (28-a,179)と語っている。

見宝塔品においては、最後に法華経を保つことの困難さに触れるが、その中

で「佛滅度後」「nirvrtasyatadamama｣ (34-a,218)の悪世の中で保つのは

困難だとし、 「佛滅度後」 「nirvrtenara-nayake｣ (34b, 219)にその義を解

すれば等としている。ここでの佛は一般的表現の佛である。

勧持品においては、釈尊に対して心配しないで下さい、我々は「於佛滅度後」

「vayamtadateparinirvl･tasya｣ (36-b,232)に法を説きますとある。ここ

では釈尊の滅度を意識している。

如来神力品においては、佛滅後に法華経を説けというが、そこで「以佛滅度

後」 「parinirvrteloka-vinayakasmin｣ (52-b,332)として能くこの経を保つ

を以ての故に、と示しているが、 この佛は釈尊のことである。

ここでは滅度にさいして、 parinirvrtaの外にnirvrtaの語を使用しているよ

うに、二語の使用が認められる。

5 （佛滅後）

授記品においては、迦鮪延・目鍵連への授記にさいして長行と偶の両者にわ
（4）

たり、 「諸佛滅後」 「parinirvrtanam｣ (21-b･c,136･7．8．9)と示されて

いる。 ここでの佛というのは授記を受けて佛となりえたその佛の滅度のことで

ある。ただ、 この中で、迦施延への授記に触れた偶の中で、 「諸佛滅後」とい
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うところではnirvrtgnnmと示している。

見宝塔品いおいては、佛の滅後に際しての決意を述べる偶の中で、 「若佛滅

後」 「nirvrtasmintulokaindrepaScatkalesudarune｣ (34-a,218)に悪

世であってもこの経を説きますという下りで示されている。ここでの説示は釈

尊の滅度を意味する。

勧持品においては、薬王・大楽説菩薩らの佛前での誓いの言葉として、 「於

佛滅後」 「tathagatasyaparinirvrtasya｣ (36-a229)として、 この娑婆世界

にあって法を説きますとなしているが、 ここでの佛は当然のこと釈尊のことで

ある。

従地涌出品においては、弥勒菩薩が釈尊の発言にたいし疑いの念を述べてい

るが、その中で「於佛滅後」 「parinirvrtetathagata｣ (41-c,265)にこの言葉

を聞かば信受せざらんとしているが、 ここでの佛はもちろん釈尊である。

常不軽菩薩品においては、最後の偶の中において「是佛滅後」 「tasya

jinasyoparinirvrtasya｣ (51-b,324)に法の尽きなんとする時といい、更に

この故に行者は「於佛滅後」 「mayir血vrte｣ (51-c,325)とし、経を聞き疑い

を生ずるなとしているが、 ここでの佛は釈尊であろう。

如来神力品においては、その冒頭のところでの中で「我等於佛滅後」

「tathagatasyaparinirvrtasyaj (51-c, 327)に世尊分身の所在の国土にお

いてこの法を説くべし、 と示している。この時の世尊は釈尊のことであろう。

ここにおいてもparinirvrtaとnirvrtaの二語の使用が認められるが、 nirvrta

については授記品の迦施延への授記に関して、長行と偶との間での使用の相違

があることと、見宝塔品での使用とにおいて認められるのであるが、どのよう

な理由であるのかについては、今は検討の外においておくつもりである。
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6 （我滅度後・我滅後）

滅後というのは（佛の）滅度後のことでもあるので、 この二語の使用に関し

ては一括して検討することにする。化城職品においては、十六の沙弥がそれぞ

れに佛となることを示した後において、 「我滅度後」 「mamaparinirvrtasya」

(25-c,165)の未来世の声聞の弟子がこれなりと示している。それに引き続い

て妙法華経はもう一度、我滅度後に弟子あり是経を聞かず(25-c)とあるが、

梵文法華経では「parinirvana-samjiiinaln｣ (165)とあって、滅度後とは違っ

ている。

法師品においては、先述した如来滅度之後に続いて、法華経の授持・読・論

等をする人は、衆生を慾むがために願ってこの世に生まれ出た人だと示すとこ

ろで、 「我滅度後」 (30-c)とあり、 「我滅度後」に密かに一人のために法華経を

説く人はというところで、 「mayiparimrvrte｣ (30-c, 198)と示している。尚、

前者の妙法華経に該当する梵文法華経では滅度に当てはまる語は示されていな

い。そして、 品末の偶の中で「若我滅度後」 「mahyaparinirvrte」

(32-a,204)に、 この経典を説く人のために、守護の人を差し向けるであろう

と示している。

見宝塔品においては、多宝如来の誓願を語るところにおいて「我滅度後」

｢n]aIna……parinirvrtasya｣ (32-c,208)と述べ、 これを受けた偶の中でも同

じ内容のことを述べている(33-c,215)。そして、 この品は釈尊の滅度の後の

弘経に触れているので滅後に関わる説示が多いのであるが、 「我滅度後」

｢mayinirvrte｣ (34-a,216)、 「於我滅後」 「nirvrtasyatadamama｣ (34-a,

218)、 という具合であるが、 この外にも四カ所においてこの説示が示されて
（5）

いる。しかして注意すべきことは、 ここでの説示にはnirvrtaの語をもって示

されていることである。ただし最後のところ、すなわち「諸善男子於我滅後

誰能受持」 (34-b) のところでは、 「bhasadhvamkula-putra 'ho
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sammukham vas tathagatah lya utsahati vah kaS-cit

paScat-kalasmidharanam｣ (219)となっていて、後の世とはあっても滅後と

いう言葉は使用されていない。

安楽行品においては、行処・親近処を述べるところの偶において、 「於我滅

後」 「mamanirvrtasya｣ (37-c,240)には行処・親近処に入り弱気の心があっ

てはならないと示し、更に口安楽行を述べた段の偶の中において「我滅度後」

｢mamanirvrtasya｣ (38-a,243)と示し、髻中明珠の職の偶の中で、 「我滅

度後」 「mayimIvrte｣ (39-b,250)に佛道を求めようとする者は、四法に親

近せよと示している。ここでの説示はnirvrtaである。

従地涌出品においては、他方来の菩薩たちが「於佛滅後」 「tathagatasya

parinirvrtasya｣ (39-c,253)に法を説きましょうといい、釈尊がそれを固辞

され、大地の下から地涌菩薩を呼び出されるが、その菩薩たちは「於我滅後」

｢mamaparinirvrtasya｣ (39-c, 253)にこの経を謹持し読謂し広説した人だ

と示している。

分別功徳品においては、 説法品の中で「若我滅後」 「tathagatasya

parinirvrtasya｣ (45-c,286．7)に、 この経を授持し他人をして書かしめるな

らばといい、長行の末で「若我滅後」 「tathagatasyapariirvrtasya｣ (45-c,

287)に、 この経を受持し読調すれば諸の功徳があろうといい、最後の偶では

｢若我滅度後」 「nirvrtenara-nayake｣ (46-a,289)に、 この経を奉持すれば

功徳があると示している。

如来神力品においては、偶の最後で「於我滅度後」 「mamanirvrtasya｣ (52-

c, 333)に、 この経を受持するならば、覚りに達するであろうと示している。

そして薬王菩薩本事品においては、 日月浄明徳佛が一切衆生喜見菩薩に語っ

た言葉として、 「我滅度後」 「parmirvrtasyacame｣ (53-c,344)にあらゆる

舎利を汝に付属するといい、更に薬王菩薩本事品を聞いて能く随喜するならば、

身体から栴檀の香りがでるであろうといい、 この品を汝に付属するので「我滅
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度後」 (54-c,350)の後の五百歳の中で広宣流布すべきである、 と示している。

7 （後五百歳）

後五百歳という言葉を示しているところは、妙法華経においては意外に少な

い。そしてそれは、後分法華経といわれている部分に限られており、それも薬

王菩薩本事品と普寅菩薩勧発品とにおいて示されているにすぎない。

薬王菩薩本事品は、 この品の説示を聞いた人は無量無辺の功徳を得、女人な

らばこの女身を尽くして再び女人として生まれないとした上で、 「若如来滅後

後五百歳中」に女人あってこの経典を如説修行するならば、安楽世界の阿弥陀

佛のところに行くだろう (54-b)と説示している。これにたいして梵文法華

経には、女性がこの法門を聞いて把握し受持するならば、女性としての最後の

生存となるであろうとして、 「imamBhaiSajyaraja-pUrva-yoga-

parivartampaScimayampaficaSatyamSrutvamatrgramah｣ (349)とあ

り、 この薬王の本事品を後の五百年に聞かばその女性は、阿弥陀の世界に生ま

れるであろうとし、正法華経は薬王菩薩往古学品を聞いて、 これを受侍し思念

するならば、その福は衆物の供養にすぐれるとし、 もし女人あってこの法を聞

いて受持するならば、 この世において女形の寿を終わって男子となり、 「於五

濁世最後末俗。聞是経法能奉行者｡」 (126-c)是の寿を終わって安養国に生ま

れるであろうとしている。すなわち後五百歳というのは、 paScimayam

panca&atyamにたいするもので、正法華経はこれを五濁の世・最後の末俗

（の世）と訳していることになる。

そして更に、かくのごとく行をなす人には薬王菩薩本事品をもって付属する

といい、 「我滅度後後五百歳中。広二宣流三布於閻浮提-｣ (54-c)と示されてい

る。梵・正法華経にはそれぞれ、 「paScimekalepaScimesamaye

paScimayampaiicaSatyamvartamanayamasmin Jambudvipepraca

ren｣ (350) 「最後末俗五濁之世。流布天下閻浮利内」 (127-a)と示されている。
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すなわちここでは、後五百歳がPaScimekalepaScimesamayepaScimayam
（6）

pancaSatyamとなされて、後の時代・後の時節となされ、正法華経の訳は先

のものと同じである。

普賢菩薩勧発品では、普賢菩薩が佛に申した言葉の中で、 「於二後五百歳濁悪

世中-｣ (61-a)是の経典を受持するものがあるならば、私が守護をしましょう

と述べている。 これにたいし梵・正法華経はそれぞれ、 「paScimekale

paScimesamayepaecimayampaficaSatyam｣ (385) 「最後末俗五濁之世」

(133-a)となされて、先の薬王菩薩本事品の表現と同じである。すなわち、妙

法華経は今までに示されていなかった「濁悪世中」の後を示し、正法華経の訳

に近いといいうるであろう。

そしてまた、法華経の一句一偶を亡失するところあらば、 これに教え、とも

に読調しようという普賢菩薩は、 「若後世後五百歳濁悪世中」 (61-b)

｢padcimekalepaScimesamayepaScimayampaficaSatyam｣ (386) 「若

於最後余残末俗五濁之世」 (133-a)に四衆がおり最高の経典を護持等するな

らばと示し、更に、普賢菩薩を讃えた佛の言葉の中には、 「若如来滅後後五百

歳」 (62-a)、 「paScimekalepaScimesamayepaSchnayampaiicaSatyam」

(389)、 「最後末俗世余五十歳五濁之俗」 (133-c)と示されている。すなわち、

梵文法華経はすべての場面で同じ表現であり、妙法華経も濁悪世中を加えた二

カ所が多少の違いがあるのみであり、ほぼ同じ表現をし、正法華経もだいたい

同じ訳とみても良いのだろうが、最後のところで五十歳と訳した真意は分から

ない。

8 （結び）

nirvana(nirvrta)は滅度を示す言葉であるが、 おのずからparinirvana

(parinirvrta)とは異なるものであると考えられる。例えば、nirvanaは滅・滅

度・寂靜・寂滅・安穏等の訳語で示され、parinirvanaは滅・滅度・円寂等の
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（7）

訳語で示されているがここで円寂とされるように、完全なという意味を持つp

ariという動詞前綴を持っているが故に、それは完全な浬桑を意味すると思わ

れる。Edgerton｢BuddhistHybridSanskritDictionary』に、 nirvrtaに

ついて｢usedinwayswhichsuggestsecondaryassociationwithnir-v証」

(304)と示されているが、 もしもparinirvanaが佛の浬樂を示すものだとする

ならば、 nirvgnaは浬桑一般についての説示であると考えられるであろうかと

思われる。

かかる仮説の上にたってみると、序品での日月燈明如来が中夜に無余浬藥に

入ったとして、その佛の滅度の後に妙光が法華経を説いたというところでは、

nirvana-dhatuparinirvrtah(19)としているが、 ここでのnirvanaは釈尊たる

佛の滅度のことではなくて、浬繋の境界という浬築に関しての一般的な説示で

ある。

見宝塔品においては何度にもわたってnirvanaの説示が示されているが、そ

の佛滅度後（佛滅後）という説示の内容は滅度の後に何何をするようにという

ものであって、いわば滅度一般についての説示というべきであり、特定の佛の

滅度について触れたものではないといいうるであろう。

安楽行品においてもnirvnnaが示されているが、 ここでの説示も見宝塔品の

時のように、佛がいない後の世においてはどうあるべきかということについて

触れたもので、滅度一般についての展開である。

分別功徳品でのnirvanaは、滅度の後において法華経を奉持するならば無量

の福をうるとするもので、やはり滅度一般についての説示であるといいうる。

如来神力品でのnirvanaの説示は、釈尊が自ら我滅度後といったものであるか

ら、いささか従前の場合とは内容を異にするようであるが、子細に検討してみ

るに滅度一般のこととして踏まえたもののように思われる。言い換えると、如

来滅度後というのは、釈尊の滅度の後ということに限定して良かろう、と思わ

れる。
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後五百歳に関しては、後の五百歳ということに注意すべきであろう。すなわ

ち、薬王菩薩本事品の如来滅後五百歳中に、女人あってこの法華経を如説修行

するならばとして(54-b)、 「paScimayamparicaSatyamSrutva｣ (349)と

して後の五百歳に聞くならば、 と説示しているが、 ここでは後五百歳というこ

とであるが詳細は分からない。しかしてその後において、妙法華経は「我滅度

後後五百歳中。広二宣流三布於閻浮提_｣ (54-c)と示し、梵文法華経はこれに

ついて「paecimekalepaScimesamayepaScimayampaficaSatyam｣ (3

50)と示して、それは「最後の時、最後の時期の、後の五百歳に｣、 というこ

とを示している。 そしてこれは、 次の普賢菩薩勧発品において

(385,386,389）も三度に亘って説示されており、言葉も全く同様である。こ

の説示を前者（349）の説示に較べる時、 paScimekalepaScimesamayeと

いう言葉が付け加えられて、その時が示されていることが相違している。

その時がどのような時であるのかについて、龍樹の著述になるといわれる

『大智度論』によると、 kalaは実時だといい、 sarnayaは仮時だとなされてい
（8）

る。実時というのは時食とか時薬とか時衣とかを示すように、生活上の実際の

時間を示すための言葉であるが、仮時は経中にあるように一時とか一日とか一

劫とかいうように、漠たる時を示すものであるから、それは仮の時を示すもの

であるために、一時佛時という時にこのsanlayaが使用されて、法華経が何年

の何月何日に説かれたというようなことを意味していないものであることを示

している、 ということが出来るであろう。 このような立場に立つ時、 ここで

示されているpaScimekalepaScimesamayeという説示は、現実に即した

時、現実を越えたある時、 という両方の意味を具えていると見ることが出来る

であろう。すなわちそれは、五つの五百歳というような限定した数について、

とやかくと拘泥するものではないようであるから、釈尊の滅度が紀元前何年で

あり、今の佛教学が掲げている佛滅年代によっては鎌倉の時代は末法ではない、

というような議論は不要なものであろうと思われる。尚、何故、後五百歳とい
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う言葉が使われたかについては未だ検討を加えないでいる。

注

(1)31-bは大正大蔵経第九巻の、 201はWogiharaandTsuchida本の頁数である。

（2）布施浩岳『法華経成立史』本田義英『法華経論』等

（3）尚、 この言葉の前において「如来滅後」という言葉が、妙法華経においては二

度にわたって示されているが、正・梵法華経には該当する言葉を見出しえなかっ

た。

（4）迦施延への授記で偶のところでは、ただnirvrtgnamとなされている。

（5）この箇所は大正･34-bの1･5．9･13で、梵文法華経では216．218･219で

ある。

（6）松溺誠廉等訳r法華経Ⅱ』 （203)の訳によった。尚、岩本裕訳の『法華経下』

には「最後の時・最後の機会」 （207）と訳されている。

（7）鈴木学術財団刊『梵和大辞典』 （693,750）参照。

（8）大正大蔵経第二十五巻65-b｡ 「天竺説二時名-有二二種一・一名二迦羅一・二名二三摩

耶_」として、 さまざま説明が加えられている。

(59）


